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2025年 12月 9日改定 

パスタウンカード会員特約 

第 1条（カードの名称と入会方法） 

1．三菱ＵＦＪニコス株式会社（以下「三菱ＵＦＪニコス」という。）が株式会

社パスモ（以下「パスモ」という。）と提携して発行するカードをパス

タウンカード（以下「本カード」という。）といいます。 

2．本カードとは個人会員規約（以下「会員規約」という。）に定めるクレ

ジット決済機能を有するカード（家族会員に発行する家族カードを

含みます。）をいいます。 

3．本カードに付帯して、パスモの定める金銭的価値等を記録すること

ができるＩＣカード（以下「ＰＡＳＭＯ」という。）に、当該ＰＡＳＭＯによ

る改札機での入出場時に自動的にＰＡＳＭＯにバリューを積み増し

するサービス（以下「ＰＡＳＭＯオートチャージサービス」という。）機

能を有するオートチャージＰＡＳＭＯをパスモが発行します。本カード

は、ＰＡＳＭＯオートチャージサービスの決済に利用することができ

るものとします。なお、本人会員の本カードには本人会員名義の

オートチャージＰＡＳＭＯ、家族会員の本カードには当該家族会員名

義のオートチャージＰＡＳＭＯを発行し、使用名義人の異なる本カー

ド・オートチャージＰＡＳＭＯの発行はできません。 

4．入会申込者は、本特約および会員規約ならびにパスモが定める

ＰＡＳＭＯ取扱規則およびオートチャージサービス取扱規則を承

認のうえ、三菱ＵＦＪニコスおよびパスモ（以下「両者」という。）に

本カードを、また、パスモにオートチャージＰＡＳＭＯを申し込む

ものとします。 

5．三菱ＵＦＪニコスが本カードの本人会員または家族会員として入会を認

めた方を会員といいます。会員は、三菱ＵＦＪニコスより本カードを、ま

た、パスモよりオートチャージＰＡＳＭＯを1枚ずつ貸与され、パスタウ

ンカード会員資格とＰＡＳＭＯオートチャージサービス会員資格を有す

るものとします。 

6．会員と両者との間の本特約および会員規約にもとづく契約は、三菱

ＵＦＪニコスが入会を承認したときに成立し、会員とパスモとの間の

契約は、パスモが定めるオートチャージサービス取扱規則によるも

のとします。 

7．パスモは第3項に定めるオートチャージＰＡＳＭＯの発行業務を三菱

ＵＦＪニコスに委託し三菱ＵＦＪニコスはこれを受託するものとします。

会員は、当該業務の履行および管理のために必要な会員の情報が

パスモより三菱ＵＦＪニコスに提供されることに同意するものとしま

す。 



第 2条（特典およびサービスの利用） 

1．会員は、三菱ＵＦＪニコスが提供する特典およびサービスを受ける場

合、三菱ＵＦＪニコス所定の方法でその提供を受けるものとします。 

2．会員は、ＰＡＳＭＯオートチャージサービスを受けることができます。 

3．会員は、ＰＡＳＭＯオートチャージサービスのほか、パスモが提供する

特典およびサービスを受ける場合、パスモ所定の方法でその提供を

受けるものとします。 

第 3条（会員資格取消等） 

1．会員が、ＰＡＳＭＯオートチャージサービスの退会をした場合には、

パスタウンカード会員資格を喪失するものとします。ただし、ＰＡＳ

ＭＯオートチャージサービスの退会の事由がＰＡＳＭＯオートチャー

ジサービスの有効期限到来による場合で、かつＰＡＳＭＯオート

チャージサービスの退会の取消がない場合には、ＰＡＳＭＯオート

チャージサービス有効期限の6ヵ月後にパスタウンカード会員資格

を喪失するものとします。なお、家族会員がＰＡＳＭＯオートチャー

ジサービスの退会をした場合は、当該家族会員のみがパスタウン

カード会員資格を喪失するものとし、本人会員がＰＡＳＭＯオート

チャージサービスの退会をした場合には、その家族会員もＰＡＳＭ

Ｏオートチャージサービス会員資格を喪失し、本人会員・家族会員

ともにパスタウンカード会員資格を喪失するものとします。 

2．三菱ＵＦＪニコスが家族会員のパスタウンカード会員資格を取り消し

た場合または当該家族会員が本カードを退会した場合は、当該家族

会員のＰＡＳＭＯオートチャージサービス会員資格は当然に喪失する

ものとし、本人会員のパスタウンカード会員資格を取り消した場合

または本人会員が本カードを退会した場合は、本人会員のＰＡＳＭＯ

オートチャージサービス会員資格および家族会員のパスタウンカー

ド会員資格ならびにＰＡＳＭＯオートチャージサービス会員資格も当

然に喪失するものとします。 

3．本人会員に対し、本カードの有効期限が到来する日の17ヵ月前から

1ヵ月前までの期間に、三菱ＵＦＪニコスより一度も本カードの利用代

金の約定請求がなかった場合、三菱ＵＦＪニコスは、本カードの有効

期限の到来をもって、当該本人会員のパスタウンカード会員資格を

取消すことができるものとします。これにより本人会員がパスタウン

カード会員資格を喪失した場合、その家族会員も、当然にパスタウン

カード会員資格を喪失するものとします。 

4．前各項に該当した場合には、会員は、三菱ＵＦＪニコスの指示にした

がって、ただちに、本カードを三菱ＵＦＪニコスに返却しまたはカード

に切り込みを入れて破棄するものとします。またＰＡＳＭＯの取扱い

についてはパスモの定める規則に従うものとします。 

第 4条（カードの年会費） 

本カードの年会費は、本人会員・家族会員ともに無料とします。 

第 5条（適用） 

本特約に定めのない事項については会員規約が適用されるものとしま

す。 

 

 

 

 



2025年 12月 9日改定 

【個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約】 

第 1条（パスモへの個人情報の提供および利用に関する同意） 

1．会員は、三菱ＵＦＪニコスが保護措置を講じたうえで、パスモに対し、

ＰＡＳＭＯの発送およびＰＡＳＭＯオートチャージサービスに関する連

絡を目的として、会員規約に基づき、本人会員より届け出のあった

住所情報もしくは本人会員が三菱ＵＦＪニコスに提出する書類等に記

載されている、あるいは申告いただいた住所情報を提供し、パスモ

がこれを利用することに同意します。 

2．会員は、三菱ＵＦＪニコスが保護措置を講じたうえで、パスモに対し、

家族会員のＰＡＳＭＯへの登録、ならびにＰＡＳＭＯ取扱規則および

オートチャージサービス取扱規則に定める利用目的に使用するため、

会員規約に基づき、本人会員より届け出のあった電話番号情報もし

くは本人会員が三菱ＵＦＪニコスに提出する書類等に記載されてい

る、あるいは申告いただいた電話番号情報を提供し、パスモがこれ

を利用することに同意します。 

3．会員は、三菱ＵＦＪニコスが保護措置を講じたうえで、パスモに対し、

ＰＡＳＭＯオートチャージサービスにともなう利用代金の決済に利用

することを目的として、本カードの申し込みにより発行されるカード

会員番号・有効期限を提供し、パスモがこれらを利用することに同意

します。 

4．本特約で使用する用語の定義は、「パスタウンカード会員特約」上の

定義によるものとします。 

 

三菱ＵＦＪニコスのお問い合わせ・相談窓口等は、会員規約をご参照 

ください。 
 

提携先名 所在地 ホームページ（ＵＲＬ） 

株式会社パスモ 
東京都新宿区 

西新宿 3-2-11 

https://www. 

pasmo.co.jp/ 
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